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平成26年４月からの制度改正について

も く じ ／通巻136号

　平成24年に成立した「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるた
めの関係法律の整備に関する法律」は、平成25年４月と平成26年４月の２段階施行となっており、
平成26年４月には、①重度訪問介護の対象拡大　②共同生活介護（ケアホーム）と共同生活援助（グ
ループホーム）の一元化　③地域移行支援の対象拡大　④障害程度区分から障害支援区分への変更　
が行われます。
　今号では、その概要を紹介します。

１　重度訪問介護の対象拡大
　�　障害福祉サービスのひとつである重度訪問介護は、現在、重度の肢体不自由者が対象となってい
ます。平成26年４月から、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって
常時介護を要する人に対象が拡大されます。

（具体的な要件）
・障害支援区分４以上
・�現行の障害福祉サービスにおける障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等（11項目）の合計点
数が８点以上である者（平成26年度からの障害支援区分への変更に伴い、認定調査項目や選択肢の変更が
行われることを踏まえ、所要の見直しを行う予定）

　　次頁に、平成26年４月以降のサービス利用のイメージを掲載しています。
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こん号の内容 
１頁から５頁 平成２６年４月からの制度改正について 
６頁 お知らせ 
７頁 福岡県障害者福祉情報ハンドブック２０１４のご案内 
８頁 ほんだな 

１頁 

  

 平成２６年４月からの制度改正について 
 
平成２４年に成立した「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずる

ための関係法律の整備に関する法律」は、平成２５年４月と平成２６年４月の２段階施行となって
おり、平成２６年４月には、①重度訪問介護の対象拡大 ②共同生活介護（ケアホーム）と共同生
活援助（グループホーム）の一元化 ③地域移行支援の対象拡大 ④障害程度区分から障害支援区
分への変更 が行われます。 
 こん号では、その概要を紹介します。 
 
１ 重度訪問介護の対象拡大 

障害福祉サービスのひとつである重度訪問介護は、現在、重度の肢体不自由者が対象となってい
ます。平成２６年４月から、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であっ
て常時介護を要する人に対象が拡大されます。 

 
（対象者の具体的な要件） 

    ・障害支援区分４以上 

    ・現行の障害福祉サービスにおける障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等（１１項目）の合計点
数が８点以上である者（平成２６年度からの障害支援区分への変更に伴い、認定調査項目や選択肢の変更が行
われることを踏まえ、所要の見直しを行う予定） 

 
２頁に、平成２６年４月以降のサービス利用のイメージを掲載しています。 
 
 
１頁おわり。２頁につづく 



重度訪問介護の対象拡大後における行動障害を有する者への支援
（厚生労働省ＨＰより引用）

※�　地域において行動援護事業者の確保が困難な場合等であって市町村が認める場合については、発達障害者
支援センター・障害福祉サービス事業・施設等の職員、或いは臨床心理士などの専門家であって、行動障害
に関する専門知識や経験を有する者によるアセスメント等を行うことも想定。

・相談支援事業者を中心とした連携体制の下で、

・行動援護事業者等が一定期間、問題行動のアセスメントや居宅内環境調整等を行いつつ、

・居宅介護や他のサービスによる支援を行いながら、

・サービス担当者会議等における連携により支援方法等を進め、

・�支援方法等が共有された段階で、サービス等利用計画の変更を行い、重度訪問介護等の利用

を開始する。

２　ケアホームとグループホームの一元化
　�　一元化後のグループホームでは、日常生活上の援助等とともに、食事等の介護や援助（介護等）
もあわせて利用者のニーズに応じて提供します。
　　介護等の提供については、
　　①　グループホーム事業者が自ら行う（介護サービス包括型（現行のケアホーム型））、
　　②�　グループホーム事業者はアレンジメント（手配）のみを行い、外部の居宅介護

事業者に委託する（外部サービス利用型）のいずれかの形態を事業者が選択でき
る仕組みとなります。
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２頁  
 平成２６年４月以降に行われる、行動障害を有する者に対する支援は、 

・相談支援事業者を中心とした連携体制のもとで、 
  ・行動援護事業者等が一定期間、問題行動のアセスメントや居宅内環境調整等を行いつつ、 
  ・居宅介護や他のサービスによる支援を行いながら、 
  ・サービス担当者会議等における連携により支援方法等を進め、 
  ・支援方法等が共有された段階で、サービス等利用計画の変更を行い、重度訪問介護等の利用を開

始する。 
こととなります。 
 なお、地域において行動援護事業者の確保が困難な場合等であって市町村が認める場合については、
発達障害者支援センター・障害福祉サービス事業・施設等の職員、或いは臨床心理士などの専門家であ
って、行動障害に関する専門知識や経験を有する者によるアセスメント等を行うことも想定されていま
す。 
 
 次に、ケアホームとグループホームの一元化の概要に移ります。 
一元化後のグループホームでは、介護を必要とする人としない人が混在して利用することとなります。 
グループホームで提供する支援は「基本サービス（日常生活の援助等）」と「利用者の個々のニーズ

に対応した介護サービス」の２階建て構造であり、介護サービスの提供については①グループホーム事
業者が自ら行う介護サービス包括型か、②グループホーム事業者はアレンジメント（手配）のみを行い、
外部の居宅介護事業者に委託する外部サービス利用型のいずれかの形態を事業者が選択できる仕組み
となります。 
 介護サービス包括型は、介護サービスを、現行のケアホームと同様に当該事業所の従業者が提供する
とともに、利用者の状態に応じて、介護スタッフ（生活支援員）が配置されます。 
 個人の契約により、居宅介護事業所の介護サービスを利用することは原則できませんが、重度の障害
者に限り、個人単位のホームヘルプ利用（すなわち、現行の特例措置）が認められます。 
 一方、外部サービス利用型は、介護サービスについて、事業所は、アレンジメント（手配）のみを行
い、外部の居宅事業者等に委託します。介護スタッフ（生活支援員）の配置は不要です。 

 
 このほか、本体住居との密接な連携を前提として、入居定員を１人とするサテライト型住居が創設さ
れます。 
 サテライト型住居の概要 
 地域生活への移行を目指している障害者や現にグループホームを利用している障害者の中には、共同
住居よりも単身での生活を望む人がいます。 
 また、少人数の事業所が経営安定化の観点から、定員を増やそうとしても近隣に入居人数など条件に
あった物件がなく、物件が見つかっても界壁の設置など大規模改修が必要となるケースも少なくありま
せん。 
 このため、共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、一人で暮らしたいというニー
ズにも応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、グループホームの新たな支援形
態の一つとして本体住居との密接な連携（入居者間の交流が可能）を前提として、ユニットなど一定の
設備基準を緩和したひとり暮らしに近い形態のサテライト型住居の仕組みが創設されることとなりま
した。 
 利用対象となるのは、グループホームの支給決定を受けた人のうち、早期に単身等での生活が可能で
あると認められる人を基本とします。 
 入居者が本体住居から概ね２０分以内で移動が可能な距離に、サテライト型住居を設け、本体住居の
世話人が巡回支援を行います。 
 利用者は、本体住居において、食事や余暇活動に参加することができます。 

なお、平成２６年４月施行の際に、現にあるケアホーム事業所（グループホーム・ケアホーム一体型
事業所を含む。）については、指定共同生活援助事業所（介護サービス包括型の事業所）とみなし、現
にあるグループホーム事業所については、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなす経過措
置が設けられます。 

 
 次に地域移行支援の対象拡大と、障害支援区分の概要に移ります。 
 次頁の３頁には音声コードはありませんので、４頁にお進みください。 
 



（厚生労働省ＨＰより引用）

　このほか、本体住居との密接な連携を前提として、入居定員を１人とするサテライト型住居が創設
されます。

強度行動障害支援者養成研修カリキュラム（案）

科 目 内 容 時間

講

義

強度行動障害をとりまく制度とサービスに
関する講義

・行動障害をとりまく制度と課題

2
・強度行動障害と虐待

・虐待防止法について

・事例紹介

強度行動障害の特性と障害理解に関す
る講義

・本研修の対象となる行動障害

4

・強度行動障害の定義

・重度最重度知的障害とは／自閉症とは

・強度行動障害の歴史的経過

・福祉と医療との連携

・様々なアセスメントツール

・危機管理／緊急時の対応

・行動障害のある人と家族の生活の理解に関する講義

強度行動障害と医療に関する講義
・様々な医療的なアプローチ

2
・福祉と医療の連携について

強度行動障害に対する支援の実際に関
する講義

・地域における児童の支援

3

・ショートステイを活用した支援

・児童入所施設における支援

・成人入所施設における支援

・成人期の地域生活支援

・地域支援の５つの原則
・環境調整の原則

演

習

強度行動障害の特性とコミュニケーション
の理解に関する演習

・障害特性の理解を中心に

3

・感覚／知覚の違い

・氷山モデルで行動障害を理解する

・グループ討議／まとめ

・障害特性の理解 ・医療との連携

強度行動障害の支援技術に関する演習

・環境調整を中心に

3
・構造化の考え方

・構造化の基本と手法

・グループ討議／まとめ

強度行動障害の事例に関する演習

・コミュニケーションの理解と表出

3
・様々なコミュニケーションの方法

・グループ討議／まとめ

・ふりかえり

合 計 20

強度行動障害支援者養成研修と行動援護従業者養成研修のカリキュラム
行動援護従業者養成研修カリキュラム

科 目 時間

講
義

行動援護に係る制度およびサービ
スに関する講義

２

行動援護利用者の障害特性と障害
理解に関する講義

２

行動援護の技術に関する講義 ２

演
習

行動援護の事例に関する演習 ４

行動援護の支援技術に関する演習 ３

行動援護の事例分析に関する演習 ４

行動援護の事例分析の検討に関す
る演習

３

計 ２０

（参考資料４）

グループホームで提供する支援を「基本サービス（日常生活の援助等）」と「利用者の個々のニーズに対応した介護サービス」の２階建て
構造とし、介護サービスの提供については、① グループホーム事業者が自ら行うか（介護サービス包括型（現行ケアホーム
型））、②グループホーム事業者はアレンジメント（手配）のみを行い、外部の居宅介護事業所に委託するか（外部サービス
利用型）のいずれかの形態を事業者が選択できる仕組みとする。

介護サービスの
提供

居宅介護事
業所

居宅介護事
業所

★介護サービスについては、現行のケアホームと同様に当該事業所の従業
者が提供。
★利用者の状態に応じて、介護スタッフ（生活支援員）を配置。

〈グループホーム〉

運営者

〈世話人・生活支援員〉

個別支援計画の作成
日常生活上の援助
食事等の介護

★介護サービスについて、事業所はアレンジメント（手配）のみを行い、
外部の居宅介護事業者等に委託。
★介護スタッフ（生活支援員）については配置不要。

〈グループホーム〉

運営者

〈世話人〉

個別支援計画の作成
日常生活上の援助
介護サービスの手配

×
原則、利用
不可

〈ホームヘルパー〉 〈ホームヘルパー〉

〈市町村〉

報
酬
支
払

〈市町村〉

委託料支払

委託契約

介護サービス包括型のイメージ

報
酬
支
払

外部サービス利用型のイメージ

一元化後のグループホームは、介護を必要とする者としない者が混在して利用することとなり、また、介護を必要とする者の数も一
定ではないことから、全ての介護サービスを当該事業所の従業者が提供するという方法は必ずしも効率的ではないと考えられる。一方、こ

れまでのケアホームと同様に、馴染みの職員による介護付きの住まいを望む声もある。

一元化後のグループホームにおける介護サービスの提供形態

、

（参考資料５）

49

○ 介護サービス包括型については、グループホームの従業者が介護サービスも含めた包括的なサービス提供を行うことから、現行ケア
ホームと同様に、障害程度区分、人員配置に応じた包括的な報酬（基本サービス＋介護サービス）として設定することが考えられる。

○ その場合、現行、経過的に認められている重度者の個人単位のホームヘルプ利用については、平成２６年４月以降についても、必要
な支援の質・量を担保する観点から、新規の利用も含め、当分の間、認めることが必要である。

○ 外部サービス利用型については、介護を必要としない者も利用するため、
ア 利用者全員に必要な基本サービス（日常生活上の援助や個別支援計画の作成等）は、包括的に評価し、
イ 利用者ごとにそもそものサービスの必要性やその頻度等が異なる介護サービスについては、個々の利用者ごとにその利用量に応じ
て算定する仕組みとすることが考えられる。

○ その場合、一元化後のグループホームで外部の居宅介護サービスを利用した場合であっても、その費用が基本サービス分も含めて、
現行ケアホーム（一元化後の介護サービス包括型）とそれほど変わらない水準となるよう、安定的な運営や効率的なサービス提供が可
能となること等を考慮した居宅介護の算定方法を検討する必要がある。

（参考）介護サービス包括型と外部サービス利用型の報酬のイメージ

区分１以下 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

包
括
報
酬

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
事
業
者
が
提
供

基本サービス
（計画作成＋家事援助＋生活相談）

介護サービス
（入浴、排せつ、食事等の介護）

家賃・食費など

包括
報酬

区分１以下 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

出
来
高
報
酬

居
宅
介
護
等
事
業
者
が
提
供

グ

ル
ー

プ
ホ
ー

ム

事
業

者
が

提
供

基本サービス
（計画作成（外部サービスのアレンジメントを含む）＋家事援助＋生活相談）

受託居宅サービス
（居宅介護・重度訪問介護・重度包括）

家賃・食費など

効率的なサービス提供が可能と

なることを考慮した報酬設定

介護サービス包括型 外部サービス利用型

（１）介護サービス包括型の報酬

（２）外部サービス利用型の報酬

（参考資料６）一元化後のグループホームにおける報酬のあり方

介護サービス
（入浴、排せつ、食事等の介護）

受託居宅介護サービス
（居宅介護）

利
用
量
に
応
じ
た
報
酬

共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、1人で暮らしたいというニーズにも応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく観
点から、グループホームの新たな支援形態の1つとして本体住居との密接な連携（入居者間の交流が可能）を前提として

ユニットなど一定の設備基準を緩和した１人暮らしに近い形態のサテライト型住居の仕組みを創設

○ 地域生活への移行を目指している障害者や現にグループホームを利用している障害者の中には、共同住居よりも単身での生活を望む
人がいる

○ 少人数の事業所が経営安定化の観点から、定員を増やそうとしても近隣に入居人数など条件にあった物件がなく、また、物件が見
つかっても界壁の設置など大規模改修が必要となるケースも少なくないとの声がある。

（参考資料７）サテライト型住居の概要

本体住居 サテライト型住居

共 同 生 活
住居の入居
定員

原則、２人以上１０人
以下 ※

１人

ユニット（居
室を除く）の
設備

居間、食堂等の利用
者が相互に交流を図
ることができる設備

本体住居の設備を利
用

ユニットの入
居定員

２人以上１０人以下 －

設備 ・日常生活を営む上で必要な設備
・サテライト型住居の利用者から適切に通報を
受けることができる通信機器（携帯電話可）

居室の面積 収納設備を除き７．４３㎡

（サテライト型住居を設置する場合の設備基準）

本体住居、サテライト型住居（※）のいずれも事業者が確保
※ 本体住居につき、２か所（本体住居の入居者が４人以下の場合は１か所））が上限

単身等での生活が可
能と認められる者が
基本

（※）サテライト型住居の入居定員は本体住居の入居定員には含まない
ものとする（事業所の利用定員には含む）。

50

世話人による
巡回支援

世話人による
巡回支援

　このほか、本体住居との密接な連携を前提として、入居定員を１人とするサテライト型住居が創設
されます。

★重度の障害者に限って、
個人単位のホームヘルプ
利用（現行の特例措置）  
を認める。
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※�　平成26年４月施行の際に、現にあるケアホーム事業所（グループホーム・ケアホーム一体型事
業所を含む。）については、指定共同生活援助事業所（介護サービス包括型の事業所）とみなし、現
にあるグループホーム事業所については、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなす
経過措置が設けられます。

３　地域移行支援の対象拡大
　�　地域移行支援の対象に、①入所期間の長期化や高齢化が進んでいる保護施設に入所している障
害者（※１）②退所後の住居を確保し、円滑に福祉サービス等につなげることで再犯防止が期待さ
れる矯正施設等に入所している障害者（※２）が加わります。

※１　�保護施設のうち、「身体上又は精神上の理由」が入所の要件となっている「救護施設」及び「更生施設」に
入所している障害者

※２　対象となる矯正施設の種類は、刑事施設（刑務所、少年刑務所及び拘置所）及び少年院

　�　具体的な対象施設・対象者の範囲や必要な手続き等については、今後、厚生労働省より示される
予定です。

４　障害程度区分から障害支援区分への変更
　�　障害者自立支援法では、支給決定手続きの透明性・公平性を図る観点から、市町村がサービスの
種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害福祉サービスを明らかにするために
障害者の心身の状態を総合的に表す「障害程度区分」が設けられました。
　�　しかし、施行後の状況は、特に知的障害者や精神障害者について、コンピュータによる一次判定
で低く判定される傾向があり、市町村審査会による二次判定で引き上げられている割合が高く、そ
の特性を反映できていないのではないか、等の課題が指摘されていました。
　　そのため、平成24年６月に成立した障害者総合支援法において、
　　・名称を「障害支援区分」に改め
　　・�定義を「障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援

の度合いを総合的に示すもの」とするとともに、
　　・�「障害支援区分」の認定が、知的障害者や精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう必要

な措置を講じた上で、平成26年４月から施行されることとなりました。

　　（障害程度区分からの改正点）
　　　○認定調査項目の見直し
　　　　・認定調査項目の追加・統合・削除、選択肢の統一　※追加項目、判断基準は次頁参照
　　　　・認定調査における判断基準の見直し
　　　○新たな判定式（コンピュータ判定式）の構築
　　　　・�二次判定の引き上げ要因を組みこんだ「全国一律の新たな判定式（コン

ピュータ）」を構築

　　～障害支援区分の判定プロセス～
一次判定（コンピュータ判定）
認定調査項目（80項目）
医師意見書　（24項目）

二次判定（市町村審査会）
特 記 事 項

医師意見書（一次判定で評価した項目を除く）
➡ ➡

区分６　
～区分１
非該当
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４頁  
 
地域移行支援の対象拡大の概要 
 地域移行支援の対象に、次の障害者が加わります。 
①入所期間の長期化や高齢化が進んでいる保護施設（すなわち、保護施設のうち、「身体上又は精神

上の理由」が入所の要件となっている「救護施設」及び「更生施設」）に入所している障害者 
②退所後の住居を確保し、円滑に福祉サービス等につなげることで再犯防止が期待される矯正施設等

に入所している障害者。対象となる矯正施設の種類は、刑事施設（刑務所、少年刑務所及び拘置所）及
び少年院 
 
 具体的な対象施設・対象者の範囲や必要な手続き等については、今後、厚生労働省より示される予定
です。 
 
障害程度区分から障害支援区分への変更の概要 
 障害者自立支援法では、支給決定手続きの透明性・公平性を図る観点から、市町村がサービスの種類
や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害福祉サービスを明らかにするために障害者の心
身の状態を総合的に表す「障害程度区分」が設けられました。 
 しかし、施行後の状況は、特に知的障害者や精神障害者について、コンピュータによる一次判定で低
く判定される傾向があり、市町村審査会による二次判定で引き上げられている割合が高く、その特性を
反映できていないのではないか、等の課題が指摘されていました。 
 そのため、平成２４年６月に成立した障害者総合支援法において、 
 ・名称を「障害支援区分」に改め 
 ・定義を「障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合
いを総合的に示すもの」とするとともに、 
 ・「障害支援区分」の認定が、知的障害者や精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう必要な措
置を講じた上で、平成２６年４月から施行されることとなりました。 

 障害支援区分は、コンピュータによる一次判定、市町村審査会による二次判定を経て、区分１から区
分６または非該当の判定が行われます。 
 障害程度区分の判定プロセスについて、認定調査項目の見直しが行われるとともに、コンピュー
タ判定式による新たな判定式が構築されました。 
 認定調査項目の見直しは、 
 特に、知的障害、精神障害や発達障害の特性をより反映させるための認定調査項目（６項目）の
追加や、 
 認定調査時における障害者等の負担軽減を図るため、評価が重複する認定調査項目等を統合・削
除が行われ、また、 
 「できなかったりする場合」の「できない場合（支援が必要な場合）」を評価するため、判断基
準を見直しが行われるとともに、 
 関連する認定調査項目の選択肢を統一するなど、評価内容（評価範囲）の見直しがおこなわれま
した。 
 
 以上で平成２６年４月からの制度改正の概要の紹介を終わります。 
  
 次は、お知らせのコーナーです。 
 次頁の５頁には、音声コードはありませんので、６頁にお進みください。 



（厚生労働省ＨＰより引用）

4

3
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▼
開
催
日
時

　

平
成
26
年
５
月
30
日
（
金
）
～

　

平
成
27
年
１
月
23
日
（
金
）

　

毎
週
金
曜　

10
時
～
15
時

　

※
木
曜
日
開
催
あ
り

（
７
月
31
日
・
８
月
７
日
）

▼
会
場

　

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
研
修
室

　
（
春
日
市
原
町
３-

１-

７
）

▼
内
容

　

�

パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ス
及
び
手
書
き
コ
ー

ス

　

※�

両
コ
ー
ス
受
講
可
能
、
パ
ソ
コ
ン

コ
ー
ス
受
講
者
は
ｖ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
以

上
の
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
持
参
。
タ

ブ
レ
ッ
ト
パ
ソ
コ
ン
不
可
。

▼
対
象
人
員　

20
人

　

※
受
講
の
た
め
の
試
験
あ
り
。

　

５
月
23
日
（
金
）
10
時
～
11
時

　

�

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
５
０
６
研
修

平
成
26
年
度　

福
岡
県
要
約
筆
記

者
養
成
講
座
受
講
生
募
集

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
を
ご

存
知
で
す
か

４
月
２
日
は
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
。

４
月
２
日
か
ら
８
日
は
発
達
障
害
啓
発

週
間
で
す
。

み
な
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

お知らせ

室
。
各
自
筆
記
用
具
持
参
。
パ
ソ
コ

ン
コ
ー
ス
希
望
者
は
、
ノ
ー
ト
パ
ソ

コ
ン
持
参
。

▼
受
講
料
　
無
料

　

�

但
し
、
テ
キ
ス
ト
代
３
，
４
０
０
円
、

実
習
材
料
代
８
０
０
円

▼
申
込
方
法

　

�

往
復
は
が
き
に
て
住
所
・
氏
名
（
ふ

り
が
な
）・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
年

齢
・
職
業
・
受
講
コ
ー
ス
（
手
書

き
・
パ
ソ
コ
ン
）
を
記
入
の
う
え
、

左
記
あ
て
送
付
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
締
切

　

５
月
14
日
（
水
）
必
着

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

�

社
会
福
祉
法
人
福
岡
県
聴
覚
障
害
者

協
会

　

〒
８
１
６-
０
８
０
４

　

春
日
市
原
町
３-
１-
７

　

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
東
棟
３
階

　

TEL
０
９
２-

５
８
２-

２
４
１
４

　

FAX
０
９
２-

５
８
２-

２
４
１
９

　

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

自
閉
症
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
そ
の

他
の
広
汎
性
発
達
障
害
、
注
意
欠
陥
多

動
性
障
害
及
び
学
習
障
害
な
ど
の
発
達

障
害
が
あ
る
方
や
そ
の
家
族
、
発
達
障

害
に
関
わ
る
支
援
者
・
関
係
機
関
の
サ

ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。
発
達
に
つ

い
て
の
悩
み
な
ど
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
相
談
無
料
で
す
。

　

〇�

福
岡
県
発
達
障
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー　

あ
お
ぞ
ら

　

八
女
郡
広
川
町
大
字
一
條

１
３
６
１-

２

　

TEL
０
９
４
２-

５
２-

３
４
５
５

　
（
開
所
時
間
）月
～
金（
９
時
～
17
時
）

　

�（
休
業
日
）
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
、
お

盆
、
年
末
年
始

　

�（
対
象
圏
域
）
福
岡
・
糸
島
、
筑
紫
、

甘
木
・
朝
倉
、
久
留
米
、
八
女
・
筑

後
、
有
明

　

〇�

福
岡
県
発
達
障
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー　

ゆ
う
・
も
あ

　

田
川
市
大
字
夏
吉
４
２
０
５-

７

　

TEL
０
９
４
７-

４
６-

９
５
０
５

　
（
開
所
時
間
）
月
、
水
、
木
、
金
、
日

（
９
時
～
18
時
）

　

�（
休
業
日
）
火
曜
、
土
曜
、
祝
日
、
お

盆
、
年
末
年
始

　

�（
対
象
圏
域
）
粕
屋
、
宗
像
、
飯
塚
、

直
方
・
鞍
手
、
田
川
、
北
九
州
、
京

築

　

※
北
九
州
市
及
び
福
岡
市
に
も
発
達
障
害

者
支
援
セ
ン
タ
ー
が
あ
り

ま
す
。

詳
し
く
は
、
各
市
役
所
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　
（
福
岡
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

　

�http://w
w
w
.pref.fukuoka.lg.�

jp/b03/hattatsusyougai.htm
l

　

�（
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
日
本
実
行

委
員
会
公
式
サ
イ
ト
）

　

�http://w
w
w
.w
orldautism

aw
ar�

enessday.jp/
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発達障害者支援センターのご紹介 
 

発達障害者支援センターでは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性
障害及び学習障害などの発達障害があるかたやその家族、発達障害に関わる支援者・関係機関のサポー
トを行っています。発達についての悩みなど、お気軽にご相談ください。相談無料です。 

 

福岡県発達障害者支援センター あおぞら 

住所 八女郡広川町大字一條１３６１の２  

電話０９４２・５２・３４５５ 

（開所時間） 月曜日から金曜日（９時から１７時） 

（休業日） 土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始 

（対象圏域） 糸島、筑紫、甘木・朝倉、久留米、八女・筑後、有明 

 

福岡県発達障害者支援センター ゆう・もあ 

住所 田川市大字夏よし４２０５の７ 

電話 ０９４７・４６・９５０５ 

（開所時間） 月曜、水曜、木曜、金曜、日曜（９時から１８時） 

（休業日）火曜、土曜、祝日、お盆、年末年始 

（対象圏域）粕屋、宗像、飯塚、直方・鞍手、田川、北九州、けい築 

北九州市及び福岡市にも発達障害者支援センターがあります。 

詳しくは、各市役所にお問い合わせください。 

 
４月２日は世界自閉症啓発デー、４月２日から８日は発達障害啓発週間です。 

みなさんのご理解をお願いします。 

詳しくは、福岡県庁ホームページまたは世界自閉症啓発デー日本実行委員会公式サイトでご案内してい
ます。 

  
６頁おわり。 

６頁  
 
 「お知らせ」 
 こん号では、「平成２６年度 福岡県要約筆記者養成講座」をご案内します。 
  

開催日時  
平成２６年５月３０日（金曜日）から平成２７年１月２３日（金曜日）の毎週金曜日１０時か

ら１５時 
 ※７月３１日と８月７日は木曜日開催 
会場 
 クローバープラザ研修室（住所：春日市原町３の１の７） 
内容 パソコンコース及び手書きコース 

※両コース受講可能、パソコンコース受講者はビスタ以上のノートパソコン持参。タブレットパソコン
不可。 

対象人員 ２０人 

※受講のための試験あり。 

 試験日 ５月２３日（金曜日）１０時から１１時 

 試験会場 クローバープラザ５０６研修室。各自筆記用具持参。パソコンコース希望者は、ノートパ
ソコン持参。 

受講料 無料。 

但し、テキスト代３，４００円、 

実習材料代８００円 必要 

申込方法 

 往復はがきにて住所・氏名（ふりがな）・ＦＡＸ・ＴＥＬ・年齢・職業・受講コース（手書き・パソ
コン）を記入のうえ、左記あて送付ください。 

申込締切 

 ５月１４日（水曜日）必着 

申込・問い合わせ先 

 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会 

 〒８１６-０８０４ 

 春日市原町３の１の７ クローバープラザ東とう３階 

 電話 ０９２・５８２・２４１４  

 ファックス ０９２・５８２・２４１９  



★障害者福祉制度・施策を満載 
１ 手帳制度              ８ 就労 
２ 保健・医療・衛生          ９ まちづくり・ボランティア 
３ 日常生活援助           １０ 住宅 
４ 教育・育成            １１ 移動・交通 
５ 療育・訓練            １２ 教養・余暇・スポーツ 
６ 年金・手当            １３ 情報・通信・コミュニケーション 
７ 税金 

★施設名簿、地域活動支援センター・共同作業所の活動内容等を掲載

★県内における障害福祉サービスの利用状況を掲載 

 
  
 
 

 
 

発行 福岡県社会福祉協議会（福岡県福祉情報センター） 
価格 １部 １，３００円（税込） A４版 ３９２頁 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     購入を希望の際は、下記窓口にお越しいただくか、申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ

または郵送でお申込みください。 
送付をご希望の場合は、３月下旬から順次、佐川急便でハンドブック及び請求書・振込用 
紙を送付します。 

障害者福祉情報ハンドブック２０１４ 申込書 
申込部数      部 ×１，３００円 ＋ 送料 が 御請求額になります。 

氏名・団体名  担当者名  
送付先 〒 
TEL  FAX  
備考  

送 料：１０部まで ４７５円（九州内） 
１１部以上及び九州外の送料は、下記へ問い合わせください。 

  

★県内全市町村の実施する地域生活支援事業を網羅 
 ・ 相談支援事業            ・ 移動支援事業 
 ・ 意思疎通支援事業          ・ 地域活動支援センター機能強化事業 
 ・ 日常生活用具給付等事業       ・ その他の事業 

平成２６年 
３月発行 

【申し込み・問い合わせ先】 
 福岡県社会福祉協議会 県民サービス部 人材・情報課 

  〒816-0804 春日市原町３－１－７ クローバープラザ東棟２階 
  ＴＥＬ ０９２－５８４－３３３０ ＦＡＸ ０９２－５８４－３３１９ 

★障害者福祉制度・施策を満載 
１ 手帳制度              ８ 就労 
２ 保健・医療・衛生          ９ まちづくり・ボランティア 
３ 日常生活援助           １０ 住宅 
４ 教育・育成            １１ 移動・交通 
５ 療育・訓練            １２ 教養・余暇・スポーツ 
６ 年金・手当            １３ 情報・通信・コミュニケーション 
７ 税金 

★施設名簿、地域活動支援センター・共同作業所の活動内容等を掲載

★県内における障害福祉サービスの利用状況を掲載 

 
  
 
 

 
 

発行 福岡県社会福祉協議会（福岡県福祉情報センター） 
価格 １部 １，３００円（税込） A４版 ３９２頁 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     購入を希望の際は、下記窓口にお越しいただくか、申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ

または郵送でお申込みください。 
送付をご希望の場合は、３月下旬から順次、佐川急便でハンドブック及び請求書・振込用 
紙を送付します。 

障害者福祉情報ハンドブック２０１４ 申込書 
申込部数      部 ×１，３００円 ＋ 送料 が 御請求額になります。 

氏名・団体名  担当者名  
送付先 〒 
TEL  FAX  
備考  

送 料：１０部まで ４７５円（九州内） 
１１部以上及び九州外の送料は、下記へ問い合わせください。 

  

★県内全市町村の実施する地域生活支援事業を網羅 
 ・ 相談支援事業            ・ 移動支援事業 
 ・ 意思疎通支援事業          ・ 地域活動支援センター機能強化事業 
 ・ 日常生活用具給付等事業       ・ その他の事業 

平成２６年 
３月発行 

【申し込み・問い合わせ先】 
 福岡県社会福祉協議会 県民サービス部 人材・情報課 

  〒816-0804 春日市原町３－１－７ クローバープラザ東棟２階 
  ＴＥＬ ０９２－５８４－３３３０ ＦＡＸ ０９２－５８４－３３１９ 
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７頁  
 
 福岡県障害者福祉情報ハンドブック２０１４発行のご案内 
 
 福岡県社会福祉協議会（福岡県福祉情報センター）では、障害者福祉制度・施策や県内市町村の
実施する地域生活支援事業、施設名簿等をとりまとめたハンドブックを発行しました。 
 ハンドブックは、Ａ４判３９２頁で、税込１部１，３００円で販売しています。 
 購入をご希望のかたは、窓口にお越しいただくか、申込書に（申込部数・氏名・送付先住所・電
話・ファックス）をご記入のうえ、ファックスまたは郵送でお申込みください。 
 送付をご希望の場合は、３月下旬から順次、佐川急便でハンドブック及び請求書と振込用紙を送
付します。 
 送料は、九州内であれば、１０部まで４７５円です。 
 １１部以上や、九州外の送料は窓口にお問い合わせください。 
 
 申込・問合せ先 
  福岡県社会福祉協議会 県民サービス部 人材・情報課 
  〒８１６－０８０４ 
  春日市原町３の１の７ クローバープラザ東とう２階 
  電話 ０９２・５８４・３３３０ 
  ファックス ０９２－５８４・３３１９ 
  
７頁おわり。 



「図説よくわかる障害者総合支援法」

坂本洋一　著
出版：中央法規出版

　2013年４月から施行された「障害者総合支援
法」。そのポイントを、支給決定・障害程度区分
認定、相談支援、自立支援給付、地域生活支援事
業、障害児へのサービスなどの63項目にわたっ
て詳しく解説する。

「在宅生活を豊かにする家族介護のポイント
症状に応じた介護の手法」
萱岡道泰　監修　　　　労災サポートセンター　編集
出版：労災サポートセンター

　せき髄損傷、頭部外傷、四肢切断、失明・視力
低下など、重度の障害がある人を在宅で介護する
際、本人および介護をされる人に知っておいてほ
しい事柄を、イラストを交えてわかりやすく解説す
る。在宅生活を支援する制度も紹介。

「こんな夜更けにバナナかよ　
筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち」
渡辺一史　著
出版：文芸春秋

　人工呼吸器を着けながらも自由を貫いた重度
身体障害者と、生きる手ごたえを求めて介助に通
う主婦や学生ボランティア。02年８月死亡した筋
ジス患者・鹿野氏と24時間体制で自立生活を支え
たボランティア達の心の葛藤を描く。

「発達障害うちの子、将来
どーなるのっ！？」　　

かなしろ　にゃんこ　著
出版：講談社

●利 用 時 間 ９：００～１７：００
●休 館 日 月曜日（祝日の場合は翌日・第４月曜日は除く）
●貸 　 　 出 図書・ビデオ　合計１０点まで

※貸出の際は、クローバープラザ利用者カードが必要です。
※遠方の方や外出が困難な方のために配送での貸出返却も行っています。（送料実費負担）

●貸 出 期 間 ２週間以内
●お問合せ先 福祉情報センター　〒８１６－０８０４　春日市原町３丁目１番地７

☎　０９２－５８４－３３３０　　FAX　０９２－５８４－３３１９

福祉情報センターでは、福祉に関する
図書・ビデオの閲覧・貸出を行っています。

　発達障害の息子を持つ漫画家マ
マが、支援の現場を突撃リポート。
高校や大学での支援の現状、就職
のための準備や社会の仕組み、そし
て、自立して生きていくために必要
なものを漫画で紹介します。
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３冊目 
「こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち」 
渡辺一史 著 
出版：文芸春秋 

人工呼吸器を着けながらも自由を貫いた重度身体障害者と、生きる手ごたえを求めて介助
に通う主婦や学生ボランティア。２００２年８月死亡した筋ジス患者・鹿野氏と２４時間
体制で自立生活を支えたボランティア達の心の葛藤を描く。 
 
４冊目 

「発達障害うちの子、将来どーなるのっ！？」 
かなしろ にゃんこ 著 
出版：講談社 

発達障害の息子を持つ漫画家ママが、支援の現場を突撃リポート。高校や大学での支援
の現状、就職のための準備や社会の仕組み、そして、自立して生きていくために必要なも
のを漫画で紹介します。 
 
８頁おわり 

８頁  
ほんだな 
 
福祉情報センターでは、福祉に関する図書・雑誌・ビデオの貸し出しを行っています。
ぜひご利用ください。 
利用時間は、９時から１７時まで、月曜日は休館日です。月曜日が祝日の場合は、翌日
が休館日となります。第よん月曜日は開館しています。 
貸出は、図書・ビデオ 合計１０点まで。２週間以内の返却をお願いします。 
遠方のかたや外出が困難なかたのために、配送での貸出、返却も行っております。 
 
お問い合わせは、福祉情報センター 電話番号０９２－５８４－３３３０までご連絡く
ださい。 
 
こん号では、福祉情報センターにある４冊の図書を紹介します。 
 
１冊目 
「図説よくわかる障害者総合支援法」 

坂本洋一 著 
   出版：中央法規出版 
２０１３年４月から施行された「障害者総合支援法」。そのポイントを、支給決定・障害

程度区分認定、相談支援、自立支援給付、地域生活支援事業、障害児へのサービスなどの
６３項目にわたって詳しく解説する。 
 
２冊目 
「在宅生活を豊かにする家族介護のポイント 症状に応じた介護の手法」 

萱岡みちやす 監修  
労災サポートセンター 編集 
出版：労災サポートセンター 

せき髄損傷、頭部外傷、四肢切断、失明・視力低下など、重度の障害がある人を在宅で
介護する際、本人および介護をされる人に知っておいてほしい事柄を、イラストを交えて
わかりやすく解説する。在宅生活を支援する制度も紹介。 

 
 


